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この広報紙は再生紙を使用しています

　次回の、平成27年第3回定例会は、9月4日から10月1日までの
28日間の会期日程で開催される予定です。

関
東
甲
信
越
一
都
九
県
議
会
議
長
会
に
出
席
し
ま
し
た

　

六
月
二
日
、
宇
都
宮
市
内
の
ホ

テ
ル
に
お
い
て
「
関
東
甲
信
越
一

都
九
県
議
会
議
長
会
」
が
開
催
さ

れ
、
本
県
議
会
か
ら
細
谷
典
幸
議

長
及
び
山
岡
恒
夫
副
議
長
が
出
席

し
ま
し
た
。
会
議
で
は
各
都
県
が

国
へ
対
応
を
求
め
る
要
望
事
項
十

件
を
審
議
し
ま
し
た
。
本
県
の
細

谷
議
長
は
、
私
学
助
成
の
充
実
強

化
等
を
求
め
る
要
望
を
提
言
し
ま

し
た
。

　

各
都
県
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案

は
全
て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
、

七
月
開
催
予
定
の
全
国
都
道
府
県

議
会
議
長
会
定
例
総
会
に
お
い
て
、

関
東
甲
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
の
議
題
と

し
て
提
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国

会
及
び
政
府
関
係
機
関
へ
要
望
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

議
員
提
案
に
よ
る「
茨
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に

関
す
る
条
例
」が
可
決
・
成
立
し
ま
し
た

　

二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
県
議
会
が
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
、
議
会
改
革

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
六
月
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
議
長
の
諮
問
機
関
と

し
て「
茨
城
県
議
会
改
革
推
進
会
議
」を
設
置
し
ま
し
た
。

　

こ
の
推
進
会
議
で
は
、「
政
務
活
動
費
の
透
明
性
の
向
上
」「
議
会
審
議
・
委
員
会
審

議
の
充
実
」「
議
会
広
報
・
情
報
提
供
の
充
実
」「
議
員
定
数
・
選
挙
区
の
在
り
方
」を
テ
ー

マ
に
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
構
成
す
る
委
員
十
一
名
は
次
の
と
お
り
で
す
。

茨
城
県
議
会
改
革
推
進
会
議
を
設
置
し
ま
し
た

お知らせ

都
道
府
県
議
会
の
役
割
に
つ
い
て
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た

　

六
月
十
八
日
に
「
地
方
自
治
体

の
将
来
展
望
と
都
道
府
県
議
会
の

役
割　

～
地
方
財
政
の
視
点
か
ら

～
」
と
題
し
て
、
県
議
会
主
催
の

講
演
会
を
県
議
会
議
事
堂
大
会
議

室
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
は
、
地
方
財
政
論
の
第

一
人
者
で
あ
り
、
国
の
地
方
財
政

審
議
会
会
長
な
ど
の
要
職
に
就
か

れ
て
い
る
東
京
大
学
の
神
野
直
彦

名
誉
教
授
を
お
招
き
し
ま
し
た
。

　

神
野
名
誉
教
授
か
ら
は
、「
今

は
、
将
来
の
方
向
性
の
な
い
、
歴

史
の
峠
と
し
て
の
危
機
の
時
代
で
、

方
向
性
の
決
定
や
人
間
社
会
の
可

能
性
の
創
造
の
た
め
に
は
、
地

方
議
会
が
重
要
で
あ
る
」
こ
と

や
、「
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
地
域
社

会
に
欠
け
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま

た
、
県
民
の
必
要
な
ニ
ー
ズ
が
満

た
さ
れ
て
い
る
か
を
評
価
し
、
決

定
す
る
の
が
地
方
議
会
の
役
割
で

あ
る
」
な
ど
、
今
後
の
地
方
議
会

の
進
む
べ
き
道
し
る
べ
と
な
る
、

貴
重
な
講
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
一
回
定
例
会
で
設
置
さ
れ
た
本
委
員
会（
飯
塚
秋
男
委
員
長
）は
、
こ
れ
ま
で
に
三

回
開
催
さ
れ
、
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
支
援
や
安
定
し
た
雇
用
の
創
出
な
ど
、
県
の「
人

口
ビ
ジ
ョ
ン
」及
び「
総
合
戦
略
」策
定
に
向
け
た
地
方
創
生
に
関
す
る
諸
方
策
に
つ
い
て

調
査
・
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
活
力
と
潤
い
に
満
ち
た
郷
土
い
ば
ら
き
を
創
生
す
る
た
め
、
調
査
・
検

討
を
行
う
予
定
で
す
。

地
方
創
生
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

背
景

　

近
年
、
い
わ
ゆ
る
危
険
ド
ラ
ッ
グ
な

ど
の
薬
物
の
濫
用
が
若
い
世
代
を
中
心

に
急
速
に
広
ま
っ
て
お
り
、
深
刻
な
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
、
国

で
は
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
取
締
り
の
強

化
な
ど
を
目
的
と
し
、「
医
薬
品
、
医

療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」の
改
正

を
行
い
ま
し
た
が
、
次
々
と
現
れ
る
新

し
い
危
険
ド
ラ
ッ
グ
が
、
同
法
に
よ
る

規
制
の
対
象
と
さ
れ
る
ま
で
に
は
相
当

の
時
間
を
要
す
る
な
ど
、
課
題
も
残
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
聞
報
道
に
よ
れ

ば
、
条
例
の
空
白
地
の
自
治
体
を
販
路

に
し
よ
う
と
す
る
販
売
業
者
も
存
在
す

る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、

空
白
地
で
あ
る
本
県
が
標
的
に
な
る
懸

念
も
あ
り
ま
す
。

目
的

　

い
わ
ゆ
る
危
険
ド
ラ
ッ
グ
な
ど
の
薬

物
の
濫
用
に
よ
る
被
害
が
深
刻
な
状
況

に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
薬
物
の
濫
用

の
防
止
に
つ
い
て
、
県
及
び
県
民
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の

施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
及
び
必
要
な

規
制
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
物
の

濫
用
か
ら
県
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
り
、

県
民
が
平
穏
に
か
つ
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

主
な
内
容

︽
県
の
責
務
︾

○
薬
物
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
総
合
的

な
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

︽
県
民
の
責
務
︾

○
薬
物
濫
用
の
危
険
性
に
関
す
る
知
識

と
理
解
を
深
め
、
薬
物
濫
用
の
防
止

に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

︽
県
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
︾

○
県
民
が
薬
物
の
危
険
性
及
び
違
法
性

に
関
す
る
正
し
い
知
識
に
基
づ
き
行

動
す
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
、
薬

物
の
依
存
症
患
者
の
回
復
支
援
の
た

め
の
相
談
体
制
及
び
治
療
体
制
の
整

備
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

︽
薬
物
に
対
す
る
必
要
な
規
制
︾

○
大
麻
、
覚
せ
い
剤
な
ど
法
令
で
規
制

さ
れ
る
物
以
外
で
、
中
枢
神
経
系
の

興
奮
な
ど
の
作
用
を
有
し
、
人
の
健

康
に
被
害
が
生
ず
る
物
に
つ
い
て
、

知
事
指
定
薬
物
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

○
知
事
指
定
薬
物
に
つ
い
て
は
、
製
造
、

栽
培
、
販
売
、
授
与
、
所
持
、
購
入
、

譲
受
け
、
使
用
、
販
売
又
は
授
与
目

的
で
の
広
告
、
使
用
場
所
の
提
供
・

あ
っ
せ
ん
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

○
立
入
調
査
な
ど
に
つ
い
て
も
規
定
し

て
い
ま
す
。

○
禁
止
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

必
要
な
警
告
を
発
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
、
さ
ら
に
、
警
告
に
従
わ
な
い

者
に
対
し
て
は
、
禁
止
行
為
の
中
止

な
ど
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

を
規
定
し
て
い
ま
す
。

○
禁
止
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
罰

則
に
つ
い
て
は
、
最
も
重
い
場
合
で
、

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下

の
罰
金
を
科
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

施
行

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
で
あ
る
本

年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
規
制
に
関
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
周
知
期
間
を
考
慮
し
て
、

本
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

座
　
長
　
田
山
　
東
湖

座
長
代
理
　
伊
沢
　
勝
徳

委
　
　
員
　
海
野
　
　
透

　
　
〃
　
　
桜
井
　
富
夫

委
　
　
員
　
西
條
　
昌
良

　
　
〃
　
　
白
田
　
信
夫

　
　
〃
　
　
先
﨑
　
　
光

　
　
〃
　
　
半
村
　
　
登

委
　
　
員
　
長
谷
川
修
平

　
　
〃
　
　
井
手
　
義
弘

　
　
〃
　
　
上
野
　
高
志

五
月
二
十
七
日
、
荻
津
　
和
良
議
員（
東
茨
城
郡

南
部
選
出
）の
失
職
が
確
定
し
ま
し
た
。

本県の提出議案を説明する細谷典幸議長
（左側は山岡恒夫副議長）

条例の提案説明を行う小川一成議員

神野直彦東京大学名誉教授による講演会の様子

月日 曜 議 事 予 定
9 . 4 金 議会運営委員会、本会議（開会、知事提出議案説明）
5 土
6 日
7 月 休会（議案調査）
8 火 休会（議案調査）
9 水 議会運営委員会、本会議（代表質問・質疑）
10 木 議会運営委員会、本会議（代表質問・質疑）
11 金 議会運営委員会、本会議（一般質問・質疑）
12 土
13 日
14 月 議会運営委員会、本会議（一般質問・質疑）
15 火 議会運営委員会、本会議（一般質問・質疑）
16 水 議会運営委員会、本会議（一般質問・質疑、議案常任委員会付託）
17 木 休会（常任委員会）
18 金 休会（常任委員会）
19 土
20 日
21 月 （敬老の日）
22 火 （国民の休日）
23 水 （秋分の日）

24 木 議会運営委員会
本会議（予算関係議案常任委員長報告、予算関係議案予算特別委員会再付託）

25 金 休会（決算特別委員会）
26 土
27 日
28 月 休会（予算特別委員会）
29 火 休会（地方創生に関する調査特別委員会）
30 水 休会（議事整理）
10. 1 木 議会運営委員会、本会議（委員長報告、採決、閉会）

議
会
人
事


